
個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 寄附金税額控除に係る申告特例通知書ファ 

イル 

２ 行政機関等の名称 札幌市長 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

総務局秘書部秘書課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 寄附者の住所所在地の市区町村長に寄附金控除

に係る申告特例通知をするため 

５ 記録項目 1 個人番号、2 内部番号、3 氏名、4 性別、5 生

年月日、6 住所、7 連絡先、8 国税関係情報、9

地方税関係情報 

６ 記録範囲 地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に基づき、

寄附金税額控除に係る申告特例（ふるさと納税

ワンストップ特例）の適用を希望する者 

７ 記録情報の収集方法 ワンストップ特例申請書による本人の申請 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 各市町村 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第60条第２項第１

号（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処理

ファイル） 令第21条第７項に該当

するファイル 

□有  ■無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（名称）総務局秘書部秘書課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 寄附受理台帳 

２ 行政機関等の名称 札幌市長 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

総務局秘書部秘書課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 寄附情報の管理 

５ 記録項目 1 受理番号、2受理年月日、3氏名、4住所、5寄

附内容、6表彰有無、7備考 

６ 記録範囲 札幌市へ寄附を行った者・団体 

７ 記録情報の収集方法 寄附申出書 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第60条第２項第１

号（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処理

ファイル） 令第21条第７項に該当

するファイル 

□有  ■無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（名称）総務局秘書部秘書課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 行政関係者弔慰対応等ファイル 

２ 行政機関等の名称 札幌市長 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

総務局秘書部秘書課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 弔慰対応等を円滑に行うため 

５ 記録項目 １区分（役職や受賞歴等）、２氏名、３郵便番号・

住所、４電話番号、５生年月日、６死去日 

６ 記録範囲 市議、元市議、行政委員、元行政委員、各種功

労受賞者 

７ 記録情報の収集方法 本人からの提供（秘書課へは所管部署を通じ情

報提供） 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第60条第２項第１

号（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処理

ファイル） 令第21条第７項に該当

するファイル 

□有  ■無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（名称）総務局秘書部秘書課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 紺綬褒章台帳ファイル 

２ 行政機関等の名称 札幌市長 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

総務局秘書部秘書課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 紺綬褒章の候補者や上申状況を確認するため。 

５ 記録項目 １氏名、２住所、３寄附年月日、４寄附金額、

５寄附目的、６上申状況 

６ 記録範囲 紺綬褒章の推薦基準を満たす者 

７ 記録情報の収集方法 寄附受理所管局からの寄附受理合議 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第60条第２項第１

号（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処理

ファイル） 令第21条第７項に該当

するファイル 

□有  ■無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（名称）総務局秘書部秘書課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 叙勲潜在候補者一覧ファイル 

２ 行政機関等の名称 札幌市長 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

総務局秘書部秘書課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 叙勲の候補者を確認するため。 

５ 記録項目 １氏名、２生年月日、３基準職、４換算年数、

５前叙・賞罰等 

６ 記録範囲 叙勲（地方自治功労）の推薦基準を満たす者 

７ 記録情報の収集方法 経歴調査 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含む 

９ 記録情報の経常的提供先 北海道 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第60条第２項第１

号（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処理

ファイル） 令第21条第７項に該当

するファイル 

□有  ■無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（名称）総務局秘書部秘書課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 

１ 個人情報ファイルの名称 名義後援申請ファイル 

２ 行政機関等の名称 札幌市長 

３ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつか

さどる組織の名称 

総務局秘書部秘書課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 名義後援に係る申請状況を確認する。 

５ 記録項目 １申請区分、２行事名、３会場、４日時、５入

場料等、６団体名、７代表者、８団体所在地、

９承認・不承認、１０不承認の理由、１１担当

部・課名 

６ 記録範囲 名義後援等申請書を提出した者 

７ 記録情報の収集方法 本人の申告 

８ 要配慮個人情報が含まれるときはその旨 含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 なし 

10 開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 （名称）総務局行政部行政情報課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

11 訂正又は利用停止に関する他の法令の規定によ

る特別の手続等 

なし 

12 個人情報ファイルの種別 ■法第60条第２項第１

号（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第

２号（マニュアル処理

ファイル） 令第21条第７項に該当

するファイル 

□有  ■無  

13 行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個

人情報ファイルである旨 

該当 

14 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の

名称及び所在地 

（名称）総務局秘書部秘書課 

（所在地）〒060-8611 札幌市中央区北１条西

２丁目 

15 行政機関等匿名加工情報の概要 － 

16 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

17 作成された行政機関等匿名加工情報に関する提

案をすることができる期間 

－ 

18 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれている

ときはその旨 

－ 

19 備考  

 


